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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第45期

第３四半期連結
累計期間

第46期
第３四半期連結
累計期間

第45期
第３四半期連結
会計期間

第46期
第３四半期連結
会計期間

第45期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
12月31日

自平成21年
４月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年
12月31日

自平成21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（百万円） 35,371 29,509 11,513 9,990 46,358

経常利益（百万円） 1,984 1,289 453 814 2,251

四半期（当期）純利益又は四半期

（当期）純損失（△）（百万円）
△1,106 △586 △759 317 △1,478

純資産額（百万円） － － 24,148 22,857 23,106

総資産額（百万円） － － 93,264 84,643 90,463

１株当たり純資産額（円） － － 458.08 392.30 412.61

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は四半期（当期）純損失金

額（△）（円）

△44.42 △23.55 △30.49 12.73 △59.33

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） － － 12.2 11.5 11.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
1,140 2,551 － － 1,840

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△551 1,450 － － △973

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△2,446 △835 － － △3,913

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 9,864 11,843 8,678

従業員数（人） － － 1,880 1,645 1,774

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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２【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

３【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、連結子会社の㈱廣済堂札幌カントリー倶楽部を譲渡いたしました。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年12月31日現在

従業員数（人） 1,645[226]

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は、［　 ］内に当第３四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載し

ております。

(2）提出会社の状況

 平成21年12月31日現在

従業員数（人） 1,198[121]

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は、［　］内に当第３四半期会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第３四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 生産高（百万円） 前年同四半期比（％）　

印刷関連事業 5,068 △16.3

人材関連事業 254 △36.0

出版関連事業 165 △48.9

合計 5,488 △19.0

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．葬祭関連事業、ゴルフ場関連事業は、生産実績の記載が困難であるため、省略しております。

３．セグメント間取引は消去しております。

(2）受注状況

　当第３四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（百万円）
前年同四半期比
（％）　

受注残高（百万円）
前年同四半期比
（％）　

印刷関連事業 7,663 11.2 2,515 △6.6

人材関連事業 648 △28.4 － －

合計 8,311 6.6 2,515 △6.6

 

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．出版関連事業、葬祭関連事業、ゴルフ場関連事業は、受注の記載が困難であるため記載を省略しております。

３．セグメント間取引は消去しております。

(3）販売実績

　当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 販売高（百万円） 前年同四半期比（％）

印刷関連事業 6,058 △15.2

人材関連事業 682 △28.8

出版関連事業 620 △6.2

葬祭関連事業 2,011 △0.6

ゴルフ場関連事業 618 △14.4

合計 9,990 △13.2

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間取引は消去しております。

３．相手先別販売実績については、総販売実績に対する割合が10％以上の販売先はないため、記載を省略してお

ります。
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２【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

３【経営上の重要な契約等】

当社は、平成21年11月30日開催の取締役会において、ゴルフ場関連事業を会社分割により新設する株式会社廣済堂

埼玉ゴルフ倶楽部に承継することを決議いたしました。

会社分割の概要は次のとおりであります。

(1）会社分割の目的

財務体質の強化と資産の効率的運用を図るため、ゴルフ場関連事業を新設会社分割によって新設会社へ承継させる

ことにいたしました。

これにより、当社のコア事業である印刷関連事業に経営資源を集中し、企業価値の最大化を目指してまいります。

　

(2）分割方式

当社を分割会社とし、株式会社廣済堂埼玉ゴルフ倶楽部を新設会社とする分社型単独新設分割（簡易分割）であり

ます

　

(3）分割期日

平成22年２月１日

　

(4）分割に係る割当ての内容

新設会社は、本会社分割に際し、普通株式2,000株を発行し、その全てを当社に割り当てます。

　

(5）分割に係る割当ての内容の算定根拠

本会社分割は、当社が単独で行う新設分割であり、本会社分割に際して発行される新設会社の株式は、全て当社に割

当交付されます。そして、本分割に際して発行する株式数は、新設分割会社である当社において任意に決定しうるとこ

ろ、適切な出資単位の設定その他の事情を総合的に勘案して、新設会社の発行株式は2,000株とし、その全てを新設分

割会社である当社に割当交付することといたしました。

　

(6）分割するゴルフ場関連事業の経営成績

 
平成21年３月期

（百万円）

営業外収益  61

　

(7）分割する資産、負債の状況（平成22年２月１日現在）

資産 金額（百万円） 負債 金額（百万円）

固定資産  3,179固定負債  2,686

合計  3,179 合計  2,686

　

(8）新設分割設立会社の概要

商　　号　　株式会社廣済堂埼玉ゴルフ倶楽部

代 表 者　　代表取締役　平本　一方

住　　所　　埼玉県秩父市堀切136番地

資 本 金　　10百万円
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

（１）業績の状況

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調に向かっているものの引続き先行き不透

明な状況が続いております。

印刷事業におきましては、受注競争激化による受注単価の下落等、また、人材事業では、求人広告市場の急激な縮

小の影響等、当社グループを取り巻く環境は依然厳しい状況が続いております。

　このような状況の中、当第３四半期連結会計期間の連結売上高は99億90百万円（前年同四半期比13.2％減）、連

結営業利益は6億24百万円（同50.5％増）、連結経常利益は8億14百万円（同79.4％増）、連結四半期純利益は

3億17百万円（前年同四半期純損失7億59百万円）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

印刷関連事業におきましては、受注競争の激化等、引き続き厳しい状況であり、売上高63億80百万円（同15.3％

減）、営業利益3億84百万円（同27.0％減）となりました。

人材関連事業におきましては、求人広告市場の急激な縮小等により、売上高6億83百万円（同30.4％減）、営業

損失2億44百万円（前年同四半期営業損失4億35百万円）、となりました。

出版関連事業におきましては、引き続き厳しい環境であり、売上高6億21百万円（同5.9％減）、営業損失60百万

円（前年同四半期営業損失1億23百万円）となりました。

葬祭関連事業におきましては、葬儀の簡素化や小規模化等が続いておりますが、売上高20億11百万円（同0.6％

減）、営業利益7億28百万円（同6.2％増）となりました。

ゴルフ場関連事業におきましては売上高6億23百万円（同14.5％減）、営業利益1百万円（同298.1％増）、とな

りました。

（２）財政状態

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて5,820百万円減少しております。

主な要因は、流動資産の「現金及び預金」が3,165百万円増加しものの「受取手形及び売掛金」が1,829百万円、有

形固定資産が5,831百万円減少したこと等によるものであります。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて5,571百万円の減少となりまし

た。これは流動負債が1,086百万円増加したものの固定負債が6,657百万円減少したことによるものであります。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて249百万円減少しております。

主な要因は、「その他有価証券評価差額金」が122百万円増加したものの当四半期純損失586百万円を計上したこ

と等によるものであります。この結果、自己資本比率は11.5％となりました。

（３）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同四半期連結会計

期間に比べ1,979百万円（前年同期比20.1％増）増加し、11,843百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は、825百万円（前年同四半期は160百万円

の獲得）となりました。これは主に、固定資産売却損益1,081百万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間における投資活動による資金の増加は、1,769百万円（前年同四半期は206百万円

の減少）となりました。これは主に、長期未収金の回収等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間における財務活動により使用した資金は、1,217百万円（前年同四半期は78百万円

の使用）となりました。これは主に、借入金の返済によるものであります。
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（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

当社は、企業価値および株主共同の利益を維持・向上させるため、以下のとおり、買収防衛策としての情報開

示ルールを導入しております。

①　情報開示ルールの内容

(a) 大規模買付行為の定義 

当社株式等を買い付ける者のうち、情報開示ルールの対象となる者は、（イ）当事者を含む株主グルー

プの議決権割合を25%以上とすることを目的とする買付行為を行おうとする者、または、（ロ）当該買付の

結果、大規模買付者グループの議決権割合が25%以上となる買付行為を行おうとする者です。

(b) 大規模買付者による必要事項の提供

大規模買付者には、大規模買付行為を開始する前に、当社宛に、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、

代表者の氏名、国内連絡先および大規模買付行為によって達成しようとする目的の概要を明示し、情報開

示ルールを尊重する旨を記した意向表明書をご提出いただきます。当社取締役会は、大規模買付者から提

出された意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者に対し、以下の各事項を含み当社取締役会が大

規模買付者の行為が当社の企業価値または株主共同の利益を低下させる買収に該当するか否かを判断す

るために必要と考える情報（以下これらを「必要情報」といいます。）の提供を要請する必要情報リスト

を交付します。当社取締役会は、大規模買付者から提供された情報が十分でないと考えた場合、大規模買付

者に対して、再度、情報の提供を要請します。

当社取締役会は、大規模買付者から意向表明書が提出された事実および当社取締役会に必要情報が提出

された場合にはその旨を開示します。また、必要情報について、当社株主の皆様の判断の為に必要であると

認められる場合には、適切と判断される時期に、その全部または一部を開示します。 

（イ）大規模買付者グループの概要

（ロ）大規模買付行為によって達成しようとする目的および内容 

（ハ）買付対価の算定根拠および買付資金の裏付け 

（ニ）大規模買付者が当社の経営に参画した後に想定している経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、

配当政策、資産活用策、人事政策等が当社企業価値または株主共同の利益を低下させるものではな

いかを判断するために必要かつ十分な情報 

(c) 当社取締役会による分析・検討 

当社取締役会は、大規模買付者から必要情報の提供を受けた日から起算して90日以内の期間（ただし、

取締役会は、必要がある場合には、この期間を30日を上限として延長することができます。延長する場合

は、延長期間と延長理由を開示します。）（以下「分析検討期間」といいます。）、外部専門家の助言を受

けるなどしながら、必要情報の分析・検討を行い、当社取締役会としての意見を取りまとめ、公表します。

当社が、分析検討期間を原則として90日と定めているのは、当社の営む事業が、ゴルフ場事業という多様な

ステークホルダーに大きな影響を与える事業であること、および葬祭事業（子会社）という公共性が高

く、その動向が地域社会に大きな影響を与える事業であること等から、大規模買付行為の企業価値に与え

る影響を慎重に検討する必要があるためです。当社取締役会は、分析検討期間中、必要に応じて、大規模買

付者と交渉し、また、株主の皆様に対する代替案の提示を行うことがあります。 

(d) 大規模買付行為の開始可能時期 

大規模買付行為者は、分析検討期間の経過後にのみ開始することができるものとします。 

(e) 情報開示ルールの適用外 

当社取締役会は、上記(c) の分析・検討の結果、あるいは、それ以前であっても、大規模買付者による大

規模買付行為が当社の企業価値または株主共同の利益を低下させる買収には該当しないと判断した場合

には、以後情報開示ルールを適用せず、また、対抗処置を発動しない旨を直ちに決議し、当社取締役会が適

切と判断する時点で公表します。 
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② 大規模買付行為がなされた場合の対応方針 

(a) 大規模買付者が情報開示ルールを遵守しなかった場合 

大規模買付者が情報開示ルールを遵守しなかった場合、当社取締役会は、会社法その他の法律および定

款のもとで可能な対抗措置のうちからそのときの状況に応じ最も適切と判断した手段を選択し対抗措置

を発動することがあります。 

(b) 大規模買付者が情報開示ルールを遵守している場合 

当社取締役会は、大規模買付者が情報開示ルールを遵守している場合には、大規模買付行為に対する対

抗措置を発動しません。ただし、当該大規模買付行為が当社の企業価値または株主共同の利益を著しく低

下させると合理的に判断される場合（買収目的や経営方針・事業計画等からみて企業価値を著しく損な

うことが明白であるもの、買収に応じることを株主に強要する仕組みをとるもの、従業員、顧客、取引先な

どのステークホルダーの利益を損なう結果企業価値を著しく損なうものなど。）には、前記(a)と同様の対

抗措置を発動することがあります。 

(c) 当社取締役会による意見表明 

当社取締役会は、大規模買付行為に対して対抗措置を発動しない場合でも、大規模買付者による大規模

買付行為後の経営方針および事業計画が不合理であると疑う場合、当社取締役会の経営方針および事業計

画（大規模買付者による大規模買付行為後の経営方針および事業計画に対する代替案を含みます。）に劣

ると疑う場合その他当社の企業価値または株主共同の利益の維持・向上に資するものではないと疑う場

合には、その旨の意見表明を行い、前記方針および計画を適切な時期に開示し、株主の皆様のご判断を仰ぎ

ます。

③ 対抗措置を発動する場合の手続き 

当社取締役会は、大規模買付者に対して対抗措置を発動するのが適当か否かを判断する場合、その判断の公

正性を確保するために必要があるときは、当社取締役会から独立した組織として設置される委員会に対抗措置

の発動の適否を諮問し、勧告を受けます。 

なお、当社取締役会が委員会に諮問して答申を受けるまでの期間は、①(c)に定める検討分析期間内に含まれ

ます。

（５）研究開発活動

特記すべき事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、宇都宮工場の印刷設備をさいたま工場へ集約しております。

(2）設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間末現在において確定している重要な設備の新設、改修等の計画及び経常的な設備の更

新のための除・売却を除き重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 95,130,000

計 95,130,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現在発
行数（株）
　（平成21年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年２月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 24,922,600 24,922,600

東京証券取引所

大阪証券取引所

各市場第一部

単元株式数100

株であります。

計 24,922,600 24,922,600 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数増

減数（株）

発行済株式総数

残高（株）

資本金増減額

（百万円）

資本金残高

（百万円）

資本準備金増

減額(百万円）

資本準備金残高

（百万円）

平成21年10月１日～

平成21年12月31日　
－ 24,922,600 － 9,806 － －

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。

（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成21年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。
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①【発行済株式】

　

 平成21年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 5,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 24,885,900 248,859 －

単元未満株式 普通株式 31,400 － －

発行済株式総数 　 24,922,600 － －

総株主の議決権 － 248,859 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5,700株（議決権の数57個）含まれてお

ります。

②【自己株式等】

　 平成21年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社廣済堂 東京都港区芝四丁目６番12号 5,300 － 5,300 0.02

計 － 5,300 － 5,300 0.02
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 205 245 310 300 268 252 227 220 211

最低（円） 170 182 215 231 230 224 199 195 185

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりです。

役職の異動

新役名及び職名　 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

専務取締役
海外事業兼社長特命事

項担当
専務取締役 海外事業兼渉外担当 上田　繁儀 平成21年11月21日

専務取締役
東京印刷事業・ＩＴソ

リューション担当
専務取締役

新規事業・ｅ－ビジネ

ス東日本担当
伊藤　敏夫

平成21年11月21日

　

常務取締役 経営企画担当 常務取締役 大阪印刷事業担当 熊原　章五 平成21年11月21日

取締役 情報事業担当 取締役 新規人材ビジネス担当 枝本　明 平成21年11月21日

取締役 大阪印刷事業担当 取締役 経営企画担当 山下　元雄 平成21年11月21日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、興亜監査法人

による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,843 8,678

受取手形及び売掛金 7,886 9,715

商品及び製品 661 782

仕掛品 752 568

原材料及び貯蔵品 169 171

その他 2,404 3,825

貸倒引当金 △1,197 △1,659

流動資産合計 22,520 22,081

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 16,362

※1
 17,186

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 3,114

※1
 3,377

土地 22,009 25,869

工具、器具及び備品（純額） ※1
 3,780

※1
 3,797

コース勘定（純額） ※1
 4,055

※1
 5,404

その他（純額） ※1
 1,358

※1
 878

有形固定資産合計 50,681 56,512

無形固定資産 1,394 1,385

投資その他の資産

投資有価証券 5,263 5,425

その他 7,141 6,971

貸倒引当金 △2,514 △2,087

投資その他の資産合計 9,889 10,309

固定資産合計 61,965 68,207

繰延資産 157 174

資産合計 84,643 90,463

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,032 3,410

短期借入金 10,514 9,528

1年内返済予定の長期借入金 6,762 5,579

1年内償還予定の社債 977 1,795

未払法人税等 354 431

賞与引当金 547 546

返品調整引当金 43 75

その他 2,535 2,312

流動負債合計 24,766 23,680
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

固定負債

社債 1,260 1,700

長期借入金 13,065 14,655

繰延税金負債 2,509 2,620

再評価に係る繰延税金負債 1,086 1,091

退職給付引当金 380 393

役員退職慰労引当金 398 389

預り入会金 16,683 21,443

その他 1,636 1,382

固定負債合計 37,019 43,676

負債合計 61,786 67,357

純資産の部

株主資本

資本金 9,806 9,806

利益剰余金 1,588 2,191

自己株式 △4 △4

株主資本合計 11,391 11,994

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 466 344

土地再評価差額金 △1,515 △1,531

為替換算調整勘定 △566 △525

評価・換算差額等合計 △1,616 △1,712

少数株主持分 13,082 12,825

純資産合計 22,857 23,106

負債純資産合計 84,643 90,463
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 35,371 29,509

売上原価 24,815 21,003

売上総利益 10,555 8,506

販売費及び一般管理費 ※
 8,923

※
 7,384

営業利益 1,632 1,121

営業外収益

受取利息 91 86

受取配当金 81 71

受取賃貸料 336 76

負ののれん償却額 423 423

償還差益 301 77

その他 267 175

営業外収益合計 1,501 911

営業外費用

支払利息 617 568

賃貸費用 346 77

その他 185 97

営業外費用合計 1,149 743

経常利益 1,984 1,289

特別利益

固定資産売却益 5 8

投資有価証券売却益 － 362

関係会社株式売却益 － 476

貸倒引当金戻入額 14 －

その他 0 7

特別利益合計 21 855

特別損失

固定資産売却損 189 1,120

固定資産除却損 124 90

役員退職慰労金 15 －

投資有価証券評価損 1,358 －

債権売却損 572 －

その他 151 494

特別損失合計 2,411 1,705

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△406 440

法人税等 323 579

少数株主利益 376 447

四半期純損失（△） △1,106 △586
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 11,513 9,990

売上原価 8,281 6,950

売上総利益 3,231 3,040

販売費及び一般管理費 ※
 2,816

※
 2,415

営業利益 415 624

営業外収益

受取利息 30 26

受取配当金 24 24

受取賃貸料 111 31

負ののれん償却額 141 141

償還差益 26 51

その他 100 61

営業外収益合計 434 336

営業外費用

支払利息 201 185

賃貸費用 117 △63

その他 76 24

営業外費用合計 395 146

経常利益 453 814

特別利益

固定資産売却益 3 －

投資有価証券売却益 － 348

関係会社株式売却益 － 476

貸倒引当金戻入額 4 －

その他 0 49

特別利益合計 7 874

特別損失

固定資産売却損 42 1,081

固定資産除却損 25 73

投資有価証券評価損 750 －

その他 43 16

特別損失合計 862 1,171

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△400 517

法人税等 211 36

少数株主利益 147 164

四半期純利益又は四半期純損失（△） △759 317
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△406 440

減価償却費 1,941 1,881

引当金の増減額（△は減少） △111 306

受取利息及び受取配当金 △173 △158

支払利息 617 568

固定資産売却損益（△は益） － 1,111

投資有価証券評価損益（△は益） 1,358 －

関係会社株式売却損益（△は益） － △476

債権売却損 572 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,164 1,187

たな卸資産の増減額（△は増加） 154 △66

仕入債務の増減額（△は減少） △378 △377

預り入会金の増減額（△は減少） △741 △405

その他 △878 △110

小計 3,121 3,900

利息及び配当金の受取額 173 158

利息の支払額 △619 △557

法人税等の支払額 △1,533 △949

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,140 2,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △274 －

投資有価証券の売却による収入 9 416

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,962 △1,187

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,343 239

定期預金の増減額（△は増加） 3 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

－ 594

貸付けによる支出 △271 △28

貸付金の回収による収入 335 181

長期未収入金の回収による収入 － 1,183

その他 265 50

投資活動によるキャッシュ・フロー △551 1,450
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △292 986

長期借入れによる収入 6,661 2,700

長期借入金の返済による支出 △4,458 △2,944

社債の発行による収入 － 700

社債の償還による支出 △4,142 △1,957

リース債務の返済による支出 △39 －

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

少数株主への配当金の支払額 △174 △182

その他 － △137

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,446 △835

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,863 3,165

現金及び現金同等物の期首残高 11,722 8,678

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 5 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 9,864

※
 11,843
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

連結の範囲に関する事項の変更 （1）連結の範囲の変更

第１四半期連結会計期間より、新たに設立した㈱廣済堂ワークナビを連

結の範囲に含めております。

当第３四半期連結会計期間より、従来連結しておりました㈱廣済堂札幌

カントリー倶楽部は、株式を売却したことに伴い連結の範囲から除外して

おります。

なお、㈱廣済堂札幌カントリー倶楽部は４月～９月までの損益計算書の

み連結しております。　

　 （2）変更後の連結子会社の数

　　13社

　

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

（四半期連結損益計算書）

１．前第３四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券売却益」

は、特別利益の100分の20を超えているため、区分掲記いたしました。

なお、前第３四半期連結累計期間の「投資有価証券売却益」は0百万円であります。

２．前第３四半期連結累計期間に区分掲記しておりました「貸倒引当金戻入額」については特別利益の100分の20以下

のため、特別利益の「その他」に含めて表示しております。

なお、当第３四半期連結累計期間の「貸倒引当金戻入益」は6百万円であります。

３．前第３四半期連結累計期間に区分掲記しておりました「投資有価証券評価損」については特別損失の100分の20以

下のため、特別損失の「その他」に含めて表示しております。

なお、当第３四半期連結累計期間の「投資有価証券評価損」は4百万円であります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

１．営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産売却損益」は前第３四半期連結累計期間において「その他」に

含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記いたしました。

なお、前第３四半期連結累計期間の「固定資産売却損益」は183百万円であります。

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券評価損益」は当第３四半期連結累計期間において、金額的重

要性が乏しいため「その他」に含めて表示しております。

なお、当第３四半期連結累計期間の「その他」に含まれている「投資有価証券評価損益」は4百万円であります。

３．投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券の取得による支出」は当第３四半期連結累計期間において、

金額的重要性が乏しいため「その他」に含めて表示しております。

なお、当第３四半期連結累計期間の「その他」に含まれている「投資有価証券の取得による支出」は51百万円であ

ります。

４．財務活動によるキャッシュ・フローの「リース債務の返済による支出」は当第３四半期連結累計期間において、金

額的重要性が乏しいため「その他」に含めて表示しております。

なお、当第３四半期連結累計期間の「その他」に含まれている「リース債務の返済による支出」は137百万円であ

ります。

　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

（四半期連結損益計算書）

前第３四半期連結会計期間に区分掲記しておりました「貸倒引当金戻入額」については特別利益の100分の20以下

のため、特別利益の「その他」に含めて表示しております。

なお、当第３四半期連結会計期間の「貸倒引当金戻入額」は49百万円であります。
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【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１．たな卸資産の評価方法 　当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省

略し、前連結会計年度末に係る実地たな卸高を基礎として合理的な方法によ

り算定しております。

２．固定資産の減価償却費の算定方法 　固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定し

ているため、当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分して算定しており

ます。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

税金費用の計算 　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引

前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、44,487百万円であ

ります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、47,829百万円であ

ります。

２　訴訟事件

データ編集システム変更業務の受託会社から、当社

を被告とする未払委託費を請求する損害賠償請求

（143百万円）訴訟が提起されました。現在東京地方裁

判所で審理（調停）が行われており係争中でありま

す。

当社の創業者、故櫻井文雄氏の相続人の一人により、

譲渡を受けた相続財産中の当社子会社株式につき誤信

があったとして、譲渡価格の是正を求める訴訟（341百

万円）が提起されました。現在、東京地方裁判所で審理

中であります。

２　訴訟事件

データ編集システム変更業務の受託会社から、当社

を被告とする未払委託費を請求する損害賠償請求

（143百万円）訴訟が提起されました。現在東京地方裁

判所で審理（調停）が行われており係争中でありま

す。

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給与賞与 3,351百万円

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給与賞与 2,722百万円

前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給与賞与 1,078百万円

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給与賞与 843百万円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

 （百万円）

現金及び預金勘定 9,864

預入期間が３か月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 9,864

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年12月31日現在）

 （百万円）

現金及び預金勘定 11,843

預入期間が３か月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 11,843

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 24,922,600株　

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式 5,388株　

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４．配当に関する事項

配当金支払額

該当事項はありません。

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）

 
印刷関連
事業
（百万円）

人材関連
事業
（百万円）

出版関連
事業
（百万円）

　

葬祭関連
事業
（百万円）

ゴルフ場
関連事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高         

(1）外部顧客に対する売上高 7,147 958 660 2,024 722 11,513 － 11,513

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
384 22 0 － 5 413 △413 －

計 7,531 981 660 2,024 728 11,926△413 11,513

営業利益又は営業損失（△） 526 △435 △123 686 0 653 △238 415
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当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）

 
印刷関連
事業
（百万円）

人材関連
事業
（百万円）

出版関連
事業
（百万円）

　

葬祭関連
事業
（百万円）

ゴルフ場
関連事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高         

(1）外部顧客に対する売上高 6,058 682 620 2,011 618 9,990 － 9,990

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
322 0 1 － 4 328 △328 －

計 6,380 683 621 2,011 623 10,319△328 9,990

営業利益又は営業損失（△） 384 △244 △60 728 1 808 △183 624

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

 
印刷関連
事業
（百万円）

人材関連
事業
（百万円）

出版関連
事業
（百万円）

　

葬祭関連
事業
（百万円）

ゴルフ場
関連事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高         

(1）外部顧客に対する売上高 20,1864,2512,2895,7862,85735,371 － 35,371

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
1,141 53 2 － 48 1,245△1,245 －

計 21,3274,3042,2915,7862,90536,616△1,24535,371

営業利益又は営業損失（△） 1,067△641 △214 1,873 120 2,204△572 1,632

（注）１．事業区分の決定にあたっては、製品の種類・性質、製造方法、販売市場等の類似性に基づき、印刷関連事業、人材

関連事業、出版関連事業、葬祭関連事業、ゴルフ場関連事業に区分しております。

（事業区分の変更）

　従来、セグメントの事業区分は、「印刷関連事業」、「出版関連事業」、「葬祭関連事業」、「ゴルフ関連事業」

の４区分によっておりましたが、第１四半期連結累計期間より「印刷関連事業」、「人材関連事業」、「出版関連

事業」、「葬祭関連事業」、「ゴルフ関連事業」の５区分に変更しました。

　この変更は、事業の多様化から事業区分の見直しを行い従来の「出版関連事業」を「人材関連事業」と「出版

関連事業」に区分し、より明確に連結グループの事業内容を開示するためのものであります。

　この結果、従来の方法に比較して当第３四半期連結累計期間の出版関連事業の売上高は4,304百万円減少し、営

業利益は641百万円増加しております。

２．主要な製品の名称

セグメント情報 主要製品名等

印刷関連事業 出版印刷物、商業印刷物、公共関連印刷物等

人材関連事業 無料求人情報誌の発行、求人情報サイトの運営、人材紹介等

出版関連事業 書籍、雑誌の出版及び販売

葬祭関連事業 斎場経営等

ゴルフ場関連事業 ゴルフ場経営等

３．会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．（1）に記載のとおり、第１四半

期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適

用しております。これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

４．追加情報

（有形固定資産資産の耐用年数の変更）

　国内連結子会社の一社において一部の機械装置については、従来、耐用年数を16年としておりましたが、財

務省令第52号「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」が平成20年４月１日以後

開始する連結会計年度から適用することができることになったことに伴い、経済的耐用年数を見直した結

果、第２四半期連結会計期間より耐用年数を６年に変更しております。これにより、当第３四半期連結累計期

間に与える影響として、葬祭関連事業の営業利益が173百万円減少しております。
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当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）

 
印刷関連
事業
（百万円）

人材関連
事業
（百万円）

出版関連
事業
（百万円）

　

葬祭関連
事業
（百万円）

ゴルフ場
関連事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高         

(1）外部顧客に対する売上高 17,3811,8852,0625,7132,46629,509 － 29,509

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
911 1 6 － 15 935 △935 －

計 18,2931,8862,0695,7132,48230,445△935 29,509

営業利益又は営業損失（△） 639 △862 △139 1,884 155 1,677△556 1,121

（注）１．事業区分の決定にあたっては、製品の種類・性質、製造方法、販売市場等の類似性に基づき、

印刷関連事業、人材関連事業、出版関連事業、葬祭関連事業、ゴルフ場関連事業に区分しております。

２．主要な製品の名称

セグメント情報 主要製品名等

印刷関連事業 出版印刷物、商業印刷物、公共関連印刷物等

人材関連事業 無料求人情報誌の発行、求人情報サイトの運営、人材紹介等

出版関連事業 書籍、雑誌の出版及び販売

葬祭関連事業 斎場経営等

ゴルフ場関連事業 ゴルフ場経営等

　

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（有価証券関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）

その他有価証券で時価のあるものが企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計

年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

 取得原価（百万円）
四半期連結貸借対照
表計上額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 1,408 2,177 768

(2）その他 108 120 12

合計 1,516 2,297 780

　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 392円30銭 １株当たり純資産額 412円61銭

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額

前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 44円42銭 １株当たり四半期純損失金額 23円55銭

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　２．１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純損失（百万円） 1,106 586

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 1,106 586

期中平均株式数（千株） 24,918 24,917

前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額

（△）
30円49銭

１株当たり四半期純利益金額 12円73銭

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　２．１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万円） △759 317

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（百万円）
△759 317

期中平均株式数（千株） 24,917 24,917
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（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年2月12日

株式会社廣済堂

取締役会　御中

興亜監査法人

 
指 定  社 員
業務執行社員

 公認会計士 山田　幹夫　　印

 
指 定  社 員
業務執行社員

 公認会計士 玉城　知也　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社廣済堂の平

成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２０年１０月1日から

平成２０年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２０年４月１日から平成２０年１２月３１日まで）に

係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社廣済堂及び連結子会社の平成２０年１２月３１日現在の財政状

態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年２月10日

株式会社廣済堂

取締役会　御中

興亜監査法人

 
指 定  社 員
業務執行社員

 公認会計士 長島　俊行　　印

 
指 定  社 員
業務執行社員

 公認会計士 松村　　隆　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社廣済堂の平

成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２１年１０月1日から

平成２１年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２１年４月１日から平成２１年１２月３１日まで）に

係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社廣済堂及び連結子会社の平成２１年１２月３１日現在の財政状

態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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